
平成 29 年 3 月

平成 28 年度 平成 29

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　（平成28年3月31日現在）

％

③ 料　金

④ 組　織（平成28年4月1日現在）

（２）

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

～

管 路 延 長

水 源

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 1,885 ㎥／日

　課　名　　：上下水道課（※平成23年度から下水道部門を統合し、水道課から上下水道課となりました。）
　係　名　　：水道工務係、下水道工務係、管理係の3係があります。
　職員数　 ：12名（内、1名が再任用職員です。）
　年齢構成：20歳代が3名、30歳代4名、40歳代が3名、50歳代が1名、60歳代が1名　となっています。
　※簡易水道事業では2名分の職員給与費を支弁している。

これまでの主な経営健全化の取組

　・平成19年1月から水道料金等の徴収業務を民間委託したことにより、職員数を削減しました。
　・平成22年度から平成24年度までの3ヵ年で補償金免除繰上償還制度を活用し、高利率の企業債の繰上償還（借換）を行い、支払利息の軽
減に努めました。
　・現在実施している簡易水道統合整備事業では、施設の統廃合や施設機能のスペックダウンを図りながら事業を実施しています。

　別紙１のとおり（平成27年度決算により作成）

平 成 24 年 4 月 1 日

串間市　　　　　　　　　　事業経営戦略

事業の現況

　料金体系は口径別と用途別があり、一般家庭用は口径別が基本となっています。口径別で基本料金を設定
し、従量料金については逓増方式を採用しています。また、串間市内同一料金としているため、簡易水道事業と
水道事業は同一料金設定となっています。これは、簡易水道は給水原価が高いため、全てを水道料金に転嫁
することは困難であることや行政区域内の公平性を確保することが必要であるためです。

*1　「広域化」とは、①事業統合、②経営の一体化、③管理の一体化、④施設の共同化をいい、それぞれの内容は以下のとおりである。なお、将来の広域化に向けた他団体との勉強会
の設置や人事交流等について説明すべきものがあればその内容も記載すること。
①経営主体も事業も一つに統合された形態、②経営主体は一つだか、認可上、事業は別の形態、③維持管理業務や総務系の事務処理などを共同実施あるいは共同委託等により実
施する形態、④浄水場、配水池、水質試験センターなどの施設を共同保有する形態

104.32

千ｍ

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

施 設 利 用 率 45.86

施 設 数

策 定 日 ：

年度

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

宮崎県串間市

串間市簡易水道事業

計 画 期 間 ：

17

0.17

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 31 年 6 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

9

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

計 画 給 水 人 口 7,304

現 在 給 水 人 口 3,672法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

平成３０年4月1日に法適用する予定

 表流水 ,  ダム ,  伏流水 ,  地下水 ,  受水 ,  その他 

水   道 

簡易水道 
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２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

給水人口の予測

　平成27年度の串間市簡易水道事業の有収水量は311,837㎥で、前年度と比較すると3,707㎥（1.17％）減少しています。減少の要因として
は、給水人口の減少が大きな要因であると考えており、今後も給水人口の減少に伴い、水需要は減少していくと予想されます。
　将来の水需要の予測については、国立社会保障人口問題研究所が公表している将来推計人口（将来推計人口の増減率）と有収水量の実
績（有収水量の増減率）を基礎に将来の水需要の予測をおこなっています。

　今のところ、組織体制の見直しなど行う予定はありません。

水需要の予測

【事業概要】
　串間市簡易水道事業は8つの浄水場を有しており、多くの施設が山間地や海岸地帯に分散しているため、地理的条件等により建設費が割
高となっているのが特徴です。
　また、現在は簡易水道統合整備事業を行っており、平成30年度に水道事業へ統合する予定です。

【基本方針】
　串間市簡易水道事業については、独立採算で運営ができないため、収支不足額については、一般会計からの繰り入れを受けて経営してい
ます。
　また、市内同一料金としているため、簡易水道事業は水道事業と同一料金設定となっています。これは、簡易水道事業は給水原価が高いた
め、費用の全てを水道料金に転嫁することは困難であることや行政区域内の公平性を確保する必要があるからです。
　一般会計から安易に繰り入れを受けることは、健全な財政の確立ためにも望ましくないため、投資水準の適正化に努めて、簡易水道事業の
経営健全化を図っていきます。

施設の見通し

　平成27年度の串間市簡易水道事業の給水人口は3,672人で、前年度と比較すると114人（3.01％）減少しています。今後も人口減少に伴い、
給水人口の減少が見込まれています。
　将来の給水人口の予測については、　国立社会保障人口問題研究所が公表している将来推計人口を基礎に過去の給水人口の増減率を加
味しながら、給水人口の予測をおこなっています。

組織の見通し

　串間市簡易水道事業の各施設については、老朽化している施設もあり、老朽化対策を行う必要もありますが、将来の水需要予測など施設の
利用状況を見極めながら投資を行っていく必要があります。
　また、現在進めている簡易水道統合整備事業では、施設の統廃合や施設規模に応じた機能に見直しながら事業を進めています。

料金収入の見通し

　平成27年度の串間市簡易水道事業の料金収入は70,884千円で、前年度と比較すると485千円（0.68％）減少しています。給水人口の減少に
伴って、有収水量も減少する見通しであることから、今後も料金収入は減少していくと見込んでいます。
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

投資・財政計画（収支計画）　：　 別紙2のとおり

　・委託料については、平成29年度に実施する予定の業務委託を計上しています。
　・修繕費については、過去3ヶ年の修繕実績や検定満期取替量水器個数を基本に計上しています。
　・動力費については、平成28年度の決算見込みにを基本に計上しています。
　・職員給与費については、現在支弁している職員2名 の昇給を反映して計上しています。
　・その他経費については、平成27年度決算や平成28年度決算見込みを基本に積算し、計上しています。
　・収支計画の策定に当たり、特段の経費削減の取組みは実施していません。

目 標
有収率の向上を図るため、漏水箇所が多発している老朽管の更新を行います。
また、県道や市道の道路改良に合わせ、老朽管の布設替えを行うことにより、布設替えに要する経費を抑えてい
きます。

目 標
簡易水道統合事業については、生活基盤施設耐震化等交付金（補助率1/3）、企業債の発行を行いながら事業
を進めていきます。また、独立採算で事業運営が困難であることから、一般会計からの繰り出しにより収支不足額
を補てんし、事業運営を行っています。

②　収支計画のうち財源についての説明

　現在、簡易水道統合整備事業を行っており、平成29年度で施設整備を完了し、平成30年度から水道事業と統合する予定です。
　平成29年度の主な工事内容は各簡易水道施設のWeb監視装置の整備と配水管布設等を行う予定としており、工事費は125,493千円を予定
しています。
　また、単独工事としては道路改良に伴う配水管布設替えや漏水多発箇所の老朽管更新のための配水管布設替えを行う予定としており、工事
費は22,000千円を予定しています。
　主な布設替え箇所は、本城地区で約153ｍ、藤地区で約727ｍ、舳地区で210ｍの布設替えを予定しています。
　なお、収支計画の策定に当たっては、現在の簡易水道統合整備事業の計画や平成29年度の当初予算の内容を反映しています。

　・料金収入については前述したとおり、水道事業と同一料金設定となっています。料金収入の積算については、国立社会保障人口問題研究
所が公表している将来推計人口を参考に水需要予測を行い、現行料金体系で料金収入の見込んでいます。
　・平成26年度から実施している簡易水道統合事業の財源としては、国県補助金と企業債を主な財源として見込んでいます。
　・簡易水道事業は地理的条件等により建設費が割高となっており、事業経営については、独立採算が困難であるため一般会計から収支不
足額の繰り入れを行っています。
　・水道料金については、水道事業のと同一料金設定となっているため、水道事業の料金改定に合わせ、平成20年度平均10.7％、平成24年
度平均21.9％の料金改定を行い財源確保に努めたところです。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資について検討状況等

②　財源について検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

　串間市簡易水道事業は、平成30年度に水道事業と統合する予定となっているため、平成29年度ま
での景気観で経営戦略を作成しています。今後は水道事業で策定を行う予定としている経営戦略に
盛り込んで策定を予定しています。

施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の
投 資 の 平 準 化

　施設・設備については、長期修繕改修計画を策定し、長寿命化等の投資の平準化を図っている。

広 域 化 　未反映の取組みや今後検討している取組みはありません。　

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

資 産 の 有 効 活 用 等 （ *2 ） に よ る
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組
　県道・市道等の道路改良に合わせて老朽管の更新を実施することにより、投資経費を抑えるように努
力しています。

　平成26年度から実施している簡易水道統合整備事業において、国県補助金以外の財源について
は、企業債を発行し財源確保しています。

　簡易水道事業は地理的条件等により建設費が割高となっており、事業経営については、独立採算
が困難であるため一般会計から収支不足額の繰り入れを行っています。

　未反映の取組みや今後検討している取組みはありません。　　　　　　　　　　　　　民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

そ の 他 の 取 組

　水道事業と同一料金設定となっているため、水道事業の料金改定に合わせ、平成20年度に平均
10.7%、平成24年度に平均21.9%の料金改定を実施し、財源確保に努めています。

動 力 費 　未反映の取組みや今後検討している取組みはありません。　　

　未反映の取組みや今後検討している取組みはありません。　

　未反映の取組みや今後検討している取組みはありません。　

職 員 給 与 費

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　簡易水道施設については、地理的条件等から山間部等に多くの施設が山間部等に建設されている
ため、遊休資産の売却は進まないですが、近隣の地権者等から購入の希望があった場合について
は、売却するように取り組みをしています。

そ の 他 の 取 組 　未反映の取組みや今後検討している取組みはありません。　　　　　　　　　　　　　

企 業 債

*2　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

委 託 料

修 繕 費

　未反映の取組みや今後検討している取組みはありません。

　未反映の取組みや今後検討している取組みはありません。　

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け
　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

繰 入 金

　簡易水道統合整備事業に合わせ、配水池を2ヶ所、中継ポンプ場を1ヶ所、水源地も2ヶ所廃止し、
当該施設を中継ポンプ場として活用する予定です。

　簡易水道統合整備事業の変更認可に合わせ、施設の設備規模を見直し、スペックダウンを行い、投
資を行っています。
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【別紙２】 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 87,713 84,982 85,294 87,058

（１） (B) 71,711 71,097 69,070 63,917

ア 71,369 70,884 68,845 63,767

イ (C)

ウ 342 213 225 150

（２） 16,002 13,885 16,224 23,141

ア 14,948 11,426 11,000 21,182

イ 1,054 2,459 5,224 1,959

２ (D) 72,827 56,978 65,531 71,801

（１） 58,074 45,552 54,169 59,357

ア 13,552 8,450 9,320 9,501

イ 44,522 37,102 44,849 49,856

（２） 14,753 11,426 11,362 12,444

ア 12,238 11,426 11,362 12,443

748 520

イ 2,515 1

３ (E) 14,886 28,004 19,763 15,257

1 (F) 163,782 214,856 227,225 174,029

（１） 51,600 99,700 118,900 85,800

（２） 81,500 65,295 55,905 48,257

（３）

（４）

（５） 25,844 49,861 52,420 39,972

（６） 4,838

（７）

２ (G) 176,190 238,137 250,691 189,288

（１） 126,055 192,478 211,108 148,569

（２） (H) 50,135 45,659 39,583 40,719

（３）

（４）

（５）

３ (I) △ 12,408 △ 23,281 △ 23,466 △ 15,259

37年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

34年度 35年度 36年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

平成30年度以降は、水道事業へ統合する予定。 



【別紙２】 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

37年度28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度

(J) 2,478 4,723 △ 3,703 △ 2

(K)

(L) 550 3,028 7,751 4,048

(M)

(N) 3,028 7,751 4,048 4,046

(O)

(P) 3,028 7,751 4,048 4,047

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 71,711 71,097 69,070 63,917

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 482,890 536,931 616,248 661,329

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

14,948 11,426 11,000 21,182

14,948 9,812 8,558 7,004

1,614 2,442 14,178

81,500 65,295 55,905 48,257

25,322 23,093 20,065 20,643

56,178 42,202 35,840 27,614
96,448 76,721 66,905 69,439

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 71.33 82.80

赤 字 比 率 （ ×100 ）

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

81.14 77.37

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

28年度 29年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計



　　　　　　　　　　　【別紙１】

グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成27年度全国平均

※　平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

全体総括

簡易水道については、水道事業と同じ統一料金であ
ることや、人口密度の低さなどから収益性が低いの
が特徴であるため、一般会計からの繰入が必要と
なっています。現実的には、収益的収支比率が
100％以上になることは望めないですが、今後も費
用抑制に努めながら、経営を行っていく必要があり
ます。　また、施設の老朽化対策を図る必要もあり
ますが、将来の人口推移を見極めながら、適正な規
模の施設になるように考えながら投資を行っていく
必要があります。

「施設全体の減価償却の状況」 「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」

2. 老朽化の状況について

「管路の更新投資の実施状況」については、H24年
度の料金改定により更新財源を確保したこともあ
り、類似団体と比較して更新は進んでいますが、一
部の簡易水道施設では老朽化している施設や管路も
残されているため、今後も計画的な更新を行い、老
朽化対策を図る必要があります。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「供給した配水量の効率性」

2. 老朽化の状況

197.95 【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 該当数値なし 18.86 3,775 3,672 18.55

「単年度の収支」については、串間市の簡易水道事
業の場合、水道事業と統一した料金を採用している
ことや、人口密度が低いことなどから収益性が低い
状況となっており、必ずしも経営の健全性が図られ
ているとは言えませんが、H27年度は異動に伴う職
員給与費の減少や委託料等の費用が減少したため改
善しています。また、水道事業と同様、H20年度、
H24年度の料金改定した結果が料金回収率（料金水
準の適切性）に表れてきています。
「債務残高」については、減少傾向にありました
が、H26年度から行っている簡易水道統合事業によ
り、企業債を発行しているため、今後は企業債残高
は増える見込みであり、支払利息の増加も見込まれ
ます。
「費用の効率性」については、類似団体と比較する
と、低い数値となっており、H27年度は費用が減少
したため、改善した結果となっています。給水原価
が低い方が費用をかけずに水を供給することができ
るため、できる限り費用抑制に努め、給水原価を低
く抑える必要があります。「施設の効率性」につい
ては、近年の人口減少により簡易水道区域内におい
ても給水人口が減少しているため、類似団体と比較
すると低い状況となっています。「供給した配水量
の効率性」については、漏水が多かった老朽管を更
新したことにより、H27年度の有収率は改善したも
のです。今後もムダのない経営を行う観点からも有
収率の向上は喫緊の課題であるため、漏水箇所の特
定を行いながら、効率の良い経営を行っていく必要
があります。

「単年度の収支」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

66.53 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km 2) 給水人口密度(人/km 2) －

法非適用 水道事業 簡易水道事業 D3 19,636 295.16

経営比較分析表
宮崎県　串間市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km 2) 人口密度(人/km 2)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 0.36 0.48 1.67 1.38 1.01

平均値 0.47 0.46 0.80 0.69 0.65

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 68.77 63.66 72.32 71.33 82.80

平均値 75.89 74.52 76.09 75.87 76.27

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値

平均値

①収益的収支比率(％)

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値

平均値

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 811.03 659.70 670.75 676.61 687.08

平均値 1,124.64 1,108.26 1,113.76 1,125.69 1,134.67

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 49.38 57.16 53.91 58.04 69.06

平均値 56.46 19.77 34.25 46.48 40.60

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 363.28 378.41 404.57 389.68 329.14

平均値 306.49 878.73 501.18 376.61 440.03

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 49.74 46.93 53.27 51.29 45.86

平均値 58.25 57.17 57.55 57.43 57.29

68.00

70.00

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

82.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 77.47 75.80 72.86 72.55 79.97

平均値 74.53 74.94 74.14 73.83 73.69

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【75.51】 【1,242.90】

【75.27】【57.58】【524.69】【33.35】

【0.71】

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし


